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(57)【要約】
【課題】便通改善剤を提供すること。
【解決手段】本発明は、麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤を提供する
。好ましくは麦若葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水不溶成分を３０質量％以上含有する麦若葉末を有効成分とする、便通改善剤。
【請求項２】
　請求項１に記載の便通改善剤を含む、便通改善用食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、便通改善剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食生活の変化、食事内容の偏り、ストレスなどから便秘で悩む人が増加している
。便秘は、腸内で便が長く滞留するため、腸内の有害細菌の増加、あるいは有害物質の吸
収の増加を引き起こし、大腸ガンの原因にもなる。
【０００３】
　このような便秘を改善するために、便通改善作用を有する種々の化合物あるいは材料が
提案されている。例えば、小麦フスマ、ポリデキストロースなどの食物繊維、キシロオリ
ゴ糖、フラクトオリゴ糖などのオリゴ糖などが便通改善材料として知られている（例えば
、特許文献１および２ならびに非特許文献１）。しかしながら、これらの物質でも、下痢
を生じたり、十分な便通改善作用を奏するとはいえず、新規な便通改善用の材料が求めら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－６０４８７号公報
【特許文献２】特開平６－１３５８３８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】中川邦男著、日本の健康機能性食品トクホ「特定機能性食品」、ブック
マン社、第１版、５６－５９頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、新規な便通改善剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、麦の葉由来の水不溶成分に着目し、鋭意検討を行った。その結果、麦の
葉由来の水不溶成分を摂取すると、腸からの排泄を促進する作用（すなわち腸内通過時間
短縮作用）、糞便量の増加作用、および糞便中の水分量が増加する作用（糞便中の保水作
用）が得られ、さらに腸内細菌叢の改善作用が得られることを見出した。さらに、麦の葉
由来の水不溶成分が、他の植物（例えば、小麦フスマ）由来の水不溶成分に比べて、糞便
中の保水作用に優れ、かつ腸内通過時間短縮作用にも優れることを見出して本発明を完成
するに至った。
【０００８】
　本発明の便通改善剤は、水不溶成分を３０質量％以上含有する麦若葉末を有効成分とす
る。
【０００９】
　本発明の便通改善用食品は、上記便通改善剤を含む。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明の麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤は、腸からの排泄を促進
する作用（すなわち腸内通過時間短縮作用）、糞便量の増加作用、糞便中の水分量が増加
する作用（糞便中の保水作用）を有し、さらに腸内細菌叢の改善作用を有する。これらの
中でも、特に、他の植物（例えば、小麦フスマ）由来の水不溶成分に比べて、腸内通過時
間短縮作用および糞便中の保水作用に優れる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（麦の葉由来の水不溶成分の調製方法）
　本発明の便通改善剤の有効成分は、麦の葉由来の水不溶成分である。この原料である麦
の葉としては、大麦、小麦、えん麦、ライ麦などの麦類の葉部などが用いられる。特に麦
が成熟する前、すなわち分けつ開始期から出穂開始前期（背丈が２０～４０ｃｍ程度）に
収穫される麦の若葉、中でも大麦若葉が好適である。この麦の葉は、通常、収穫後に水（
好ましくは２５℃以下の冷水）で洗浄し、泥などを洗い落とし、水気を切った後、適当な
長さ（例えば、５ｃｍ～１０ｃｍ）に切断して用いられる。
【００１２】
　上記麦の葉は、予め褪色や栄養成分の変質に関与する酵素を失活させる目的で、熱水処
理や蒸熱処理のようなブランチング処理を施してもよい。ブランチング処理の温度および
時間は、処理する麦の葉の量および熱水のｐＨに応じて適宜決定すればよい。なお、ブラ
ンチング処理を行った場合は、例えば、３０℃以下の水、好ましくは２０℃以下の水を用
いて、直ちに冷却することが好ましい。冷水の温度が低いほど、麦の若葉の緑色が映える
ようになり、見た目に美しい。
【００１３】
　上記調製された麦の葉を用いて、本発明に用いられる麦の葉由来の水不溶成分が調製さ
れる。麦の葉由来の水不溶成分としては、破砕処理して得られる麦の葉の破砕物、乾燥処
理して得られる麦の葉の乾燥物、または該乾燥物をさらに粉砕処理して得られる麦の葉の
乾燥粉末などの麦の葉処理物が挙げられる。好ましくは麦の葉乾燥物または麦の葉乾燥粉
末である。
【００１４】
　上記麦の葉処理物の一種である麦の葉の破砕物は、例えば、麦の葉をマスコロイダー、
スライサー、ダイサー、コミトロールなどを用いて破砕することによって得られる。
【００１５】
　上記麦の葉処理物の一種である麦の葉の乾燥物は、例えば、麦の葉中の水分含量が５質
量％以下になるように乾燥することによって得られる。乾燥方法としては、例えば、熱風
乾燥、高圧蒸気乾燥、電磁波乾燥、凍結乾燥などの当業者が通常用いる乾燥方法が採用さ
れる。
【００１６】
　上記麦の葉処理物の一種である麦の葉の乾燥粉末は、例えば、上記乾燥物を粉砕するこ
とによって得られる。目的とする粉末の大きさに応じて、粗粉砕または微粉砕が行われ得
る。粒度の均一化、粉砕時間の短縮など、粉砕効率を上げる観点から、粗粉砕および微粉
砕を組み合わせて行うことが好ましい。
【００１７】
　粗粉砕工程では、麦の葉の乾燥物をカッター、スライサー、ダイサーなどの当業者が通
常用いる任意の粗粉砕機械または道具を用いて、例えば、麦の葉の長径が約２０ｍｍ以下
、好ましくは約０．１～１０ｍｍとなるように破砕する。微粉砕工程では、９０質量％以
上が２００メッシュ区分を通過するように麦の葉を微粉砕する。微粉砕は、例えば、クラ
ッシャー、ミル、ブレンダー、石臼などの当業者が通常用いる任意の機械または道具を用
いて行われる。
【００１８】
　このようにして得られる麦の葉処理物は、麦の葉由来の水不溶成分を豊富に含み、本発
明に用いられる麦の葉由来の水不溶成分として好適に使用され得る。好ましくは麦の葉由
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来の水不溶成分を乾燥質量換算で３０質量％以上、より好ましくは５０～９０質量％含有
する麦の葉処理物（特に麦若葉末）が使用される。さらに上記水不溶成分中には、不溶性
食物繊維を、乾燥質量換算で４０質量％以上含有することが好ましく、４０～８０質量％
含有することがより好ましい。
【００１９】
　上記麦の葉処理物は、さらに含有される水可溶成分を除去して用いることが好ましい。
このような方法としては、例えば、上記麦の葉処理物に水などの溶媒を加え、固液分離に
より液相を除去して固相を得、これを乾燥する方法などが挙げられる。上記方法によって
、水可溶成分が除去され、麦の葉由来の水不溶性成分がさらに精製される。加水は、麦若
葉処理物１００質量部に対して、好ましくは２００～３０００質量部の水（あるいはエタ
ノールなどの溶媒含有水溶液）を加えることによって行われる。浸漬時間は特に制限され
ないが、好ましくは６時間～４８時間である。固液分離は、遠心分離、濾過などの当業者
が通常用いる分離方法により行われる。乾燥は、好ましくは固相の水分含量が５質量％と
なるように行われる。
【００２０】
　本発明に用いられる麦の葉由来の水不溶成分の量は、例えば、麦若葉末に水を加えて十
分に接触させた後、固液分離して液相を除去し、次いで乾燥して、その乾燥重量を測定す
ることによって算出することができる。不溶性食物繊維量は、酵素－重量法などの当業者
が用いる測定方法によって得ることができる。
【００２１】
　得られた麦の葉由来の水不溶成分は、必要に応じて、適宜粉砕してもよい。粉砕は、目
的の大きさに応じて、上記の粗粉砕工程および微粉砕工程が単独で、あるいは組み合わせ
て行われ得る。微粉砕することにより麦の葉の乾燥粉末の食感がよくなる。
【００２２】
　さらに、粗粉砕した麦の葉を微粉砕する前に、麦の葉の香味を良好にし、効率のよい殺
菌を行う点から、加熱処理を行ってもよい。加熱処理は、１１０℃以上で行い、例えば、
高圧殺菌、加熱殺菌、加圧蒸気殺菌などが採用される。好ましくは加圧蒸気殺菌である。
例えば、加圧蒸気殺菌による加熱処理の場合、粗粉砕した麦の葉は、例えば、０．５～１
０ｋｇ／ｃｍ２の加圧下、１１０～２００℃の飽和水蒸気により、２～１０秒間加熱処理
される。必要に応じて、飽和蒸気による加熱時に含んだ水分をさらに乾燥させる。特に粗
粉砕、加熱処理、および微粉砕の工程を順に行うことにより、さらに食感がよくなる。
【００２３】
　本発明に用いられる麦の葉由来の水不溶性成分は、具体的には以下のようにして得られ
る。まず、麦の葉１ｋｇを６０℃で乾燥した後、ハンマーミルを用いて粉末化する。次い
で、この粉末に水１ｋｇを加えて１２時間振盪・攪拌し、遠心分離して上清を除去する。
さらに得られる沈澱物に対して上記振盪・攪拌工程および上清を除去する工程を２～５回
繰り返す。得られた沈澱物を乾燥して約８００ｇの水不溶成分を得ることができる。この
水不溶成分には、例えば、ヘミセルロース、セルロース、リグニンなどの不溶性食物繊維
が豊富に含まれている。
【００２４】
　本発明に用いられる麦の葉由来の水不溶成分は、優れた便通改善作用を有する。例えば
、麦の葉由来の水不可溶成分を摂取することにより、水不溶成分（特に不溶性食物繊維）
を高含有する植物（小麦フスマ）に比べて、腸の蠕動運動を活性化し、食品の腸内通過時
間を短縮し、腸からの排泄を促進し得る。さらに、麦の葉由来の水不溶成分を摂取すると
、糞便量が増加する。一般に、小麦フスマなどの他の植物由来の水不溶成分（例えば、不
溶性食物繊維）を摂取すると、水分含量が少ない便になりやすく、便秘傾向にある場合は
、特に排便が困難になる可能性がある。これに対して、本発明に用いられる麦の葉由来の
水不溶成分は、便中の水分含量を増加させて排便に適した便の形状を形成し（保水効果）
、さらに便秘傾向者にみられる腸の蠕動運動の低下を改善し得る。これらのことは、便秘
傾向者にとって、単なる糞便量を増加させる排便作用だけではなく、よりスムーズな排便
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を可能とし得る。上記保水作用は、さらに、例えば、痔の防止などとしても特に有効であ
る。
【００２５】
　（便通改善剤または便通改善剤含有食品）
　本発明の便通改善剤は、上述のとおり、麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする。上
記便通改善剤中の麦の葉由来の水不溶成分の含有量は特に制限されないが、好ましくは、
乾燥質量換算で３０質量％以上、より好ましくは３０～９５質量％、さらに好ましくは３
０～８５質量％、最も好ましくは３０～６０質量％である。本発明の便通改善剤はまた、
さらに麦の葉由来の不溶性食物繊維を含有することが好ましい。上記麦の葉由来の不溶性
食物繊維の含有量は、便通改善剤中に、好ましくは、乾燥質量換算で２０質量％以上、よ
り好ましくは２０～９０質量％、さらに好ましくは２０～８０質量％、最も好ましくは２
０～５０質量％である。上記麦の葉由来の水不溶成分中には、特に麦の葉由来の不溶性食
物繊維を４０質量％含有することが好ましく、４０～８０質量％含有することがより好ま
しく、７０～８０質量％含有することがさらに好ましい。本発明の食品は、このような便
通改善剤を含む。すなわち、麦の葉由来の水不溶成分（または不溶性食物繊維）を有効成
分とする上記便通改善剤を便通改善用食品として利用することができる。本発明の食品は
、好ましくは、麦の葉由来の水不溶成分が乾燥質量換算で２質量％以上、より好ましくは
３質量％以上となるように便通改善剤を含有し得、さらに麦の葉由来の不溶性食物繊維が
好ましくは乾燥質量換算で１質量％以上、より好ましくは１．５質量％以上、さらに好ま
しくは１０質量％以上なるように便通改善剤を含有し得る。
【００２６】
　本発明の便通改善剤または便通改善剤含有食品の摂取量は、特に制限されない。上記の
便通改善作用を効果的に得る点から、好ましくは、上記便通改善剤または便通改善剤含有
食品中に含有される麦の葉由来の水不溶成分が成人１日当たり１ｇ以上、より好ましくは
１．３ｇ～９５ｇ、さらに好ましくは１．３ｇ～５０ｇ、特に好ましくは１．３ｇ～１９
ｇとなるように摂取されることが好ましい。水不溶成分を１日当たり９５ｇより多く摂取
すると、便通改善作用が強すぎるために便が軟化して、下痢を引き起こす場合がある。
【００２７】
　このような麦の葉由来の水不溶成分は、そのまま飲食に供することができ、あるいは、
必要に応じて、種々の食品原料、医薬品原料、調味料、添加剤などと混合することにより
、食品、医薬品などとすることができる。添加剤としては、賦形剤、増量剤、結合剤、増
粘剤、乳化剤、着色料、香料などが挙げられる。調味料としては、例えば、糖液、糖アル
コール液などが甘味の調整などに用いられる。混合され得る食品原料としては、例えば、
ローヤルゼリー、プロポリス、ビタミン類（ビタミンＡ、ビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビ
タミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫ、葉酸、パントテン酸、ビオチン、これらの誘導体な
ど）、ミネラル（鉄、マグネシウム、カルシウム、亜鉛などの金属を含む化合物）、セレ
ン化合物、キチン・キトサン、レシチン、ポリフェノール（フラボノイド類、これらの誘
導体など）、カロテノイド（リコピン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、ルテインな
ど）、キサンチン誘導体（カフェインなど）、脂肪酸、タンパク質（コラーゲン、エラス
チンなど）、ムコ多糖類（ヒアルロン酸、コンドロイチン、デルマタン、ヘパラン、ヘパ
リン、ケタラン、これらの塩など）、アミノ糖（グルコサミン、アセチルグルコサミン、
ガラクトサミン、アセチルガラクトサミン、ノイラミン酸、アセチルノイラミン酸、ヘキ
ソサミン、それらの塩など）、オリゴ糖（イソマルトオリゴ糖、環状オリゴ糖など）、リ
ン脂質（フォスファチジルコリン）、スフィンゴ脂質およびその誘導体（スフィンゴミエ
リン、セラミドなど）、含硫化合物（アリイン、セパエン、タウリン、グルタチオン、メ
チルスルホニルメタンなど）、糖アルコール、リグナン類（セサミンなど）、これらを含
有する動植物抽出物、根菜類（ウコン、ショウガなど）、青汁素材として使用されるケー
ル等のアブラナ科植物、甘藷の茎葉、アシタバ、桑葉などの緑葉などが挙げられる。なお
、下痢などの不溶性食物繊維によって引き起こされる副作用を低減する点から、麦の葉由
来の水不溶成分以外の成分、例えば、食品原料、医薬品原料、調味料、添加剤などには、
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不溶性食物繊維が含有されないことが好ましい。
【００２８】
　本発明の便通改善剤または便通改善剤含有食品の形態についても特に制限されない。必
要に応じてハードカプセル、ソフトカプセルなどのカプセル剤、錠剤、もしくは丸剤など
に、あるいは粉末状、顆粒状、茶状、ティーバッグ状、もしくは飴状などの形態に成形し
たり、そのまま飲料として用いたりすることができる。これらの形状または好みに応じて
、そのまま食してもよく、あるいは水、湯、牛乳などに溶いて飲んでも良い。さらに飲料
として、例えば、植物発酵ジュース、野菜ジュース（例えば、人参ジュース）、植物抽出
物、果汁などにも利用され得、麦の葉由来の水不溶成分を含有することにより、嗜好性を
良くするだけでなく、機能性または栄養価の高い飲料とすることもできる。１日当たりの
摂取量を十分確保できる点から、飲料または顆粒状の形態が好ましい。
【実施例】
【００２９】
　以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、この実施例は本発明を制限す
ることを意図しない。
【００３０】
　（実施例１：麦の葉由来の水不溶成分の調製）
　不溶性食物繊維として５６質量％含有する麦若葉末（株式会社東洋新薬製）５ｋｇを用
いて、以下のようにして水不溶成分（ＷＩとする）と水可溶成分（ＷＳとする）とにわけ
た。さらに、水可溶成分（ＷＳ）を、エタノール不溶成分（ＥＩとする）とエタノール可
溶成分（ＥＳとする）とにわけた。
【００３１】
　まず、麦若葉末５ｋｇに水５０ｋｇを加えて１２時間攪拌した後、遠心分離により、沈
澱物と上清（水可溶成分）とにわけた。この沈澱物にさらに５０ｋｇの水を加えて、上記
と同様に沈澱物と上清とに分離する操作をさらに３回繰り返した。得られた沈澱物を熱風
乾燥したところ、４．１ｋｇの水不溶成分（ＷＩ）が得られた（このＷＩのうち、不溶性
食物繊維は２．５ｋｇ）。
【００３２】
　他方、得られた上清を集めて、この上清に、容量で４倍量のエタノールを加えて、室温
（２５℃）にて一晩放置した。その後、遠心分離を行い、エタノールの沈澱物と上清とに
わけた。エタノールの沈澱物および上清をそれぞれ減圧濃縮乾固して、０．３１ｋｇのエ
タノール不溶成分（ＥＩ）および０．６７ｋｇのエタノール可溶成分（ＥＳ）を得た。
【００３３】
　（実施例２：飼料の調製）
　実施例１で得られたＷＩ（水不溶成分からなり（すなわち１００質量％）、不溶性食物
繊維を６１質量％含有する）および表１に記載の成分を表１に記載の割合で混合して飼料
を得た（飼料１とする）。なお、飼料１中には、不溶性食物繊維が１．７質量％含有され
ている。
【００３４】
　（実施例３：飼料の調製）
　実施例１で得られたＷＩとＥＩとＥＳとを質量比で０．１：０．２２：０．４７の割合
で混合した混合物（水不溶成分を２２質量％含有し、不溶性食物繊維を１３質量％含有す
る）および表１に記載の成分を表１に記載の割合で混合して飼料を得た（飼料２とする）
。なお、飼料２中には、不溶性食物繊維が０．０６質量％含有されている。
【００３５】
　（比較例１～４）
　ＷＩの代わりに、実施例１で得られたＥＩまたはＥＳ若しくは小麦フスマ（水不溶成分
を８０質量％含有し、不溶性食物繊維を３８質量％含有する）を用いたこと以外は、実施
例２と同様に表１に記載の割合で混合して飼料を得た（飼料３～５）。またＷＩを用いな
かったこと以外は、実施例２と同様に表１に記載の割合で混合して飼料を得た（飼料６）
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。なお、飼料５中には、不溶性食物繊維が２．０質量％含有されている。飼料３、４、お
よび６中には、不溶性食物繊維は含有されていない。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　（実施例４：便通改善作用１）
　実施例２～３および比較例１～４で得られた飼料１～飼料６をラットに摂取させた場合
の腸内通過時間、糞便量、および糞便中の水分量を以下のようにして測定した。まず、５
週齢の雄性ＳＤラット（日本チャールズリバー株式会社）２５匹に標準飼料（ＭＦ飼料、
オリエンタル酵母株式会社）を与えて１週間馴化させた後、各群の体重の平均値がほぼ均
一となるように、１群５匹ずつ６群にわけた。
【００３８】
　次いで、１群のラットに実施例２の飼料１および水を、給餌開始日を０日目として、２
８日間自由摂取させた。なお、対照として飼料１（ＷＩ含有飼料）の代わりに飼料６（Ｗ
Ｉ非含有飼料）を自由摂取させた群を設けた。
【００３９】
　給餌１８日目にＳＤラットを９時間絶食させ、その後、澱粉粕含有飼料とカルミン（リ
ビジョンクローマ社）とを質量比で９９．５：０．５の割合で混合した着色飼料を１時間
自由摂取させた。その後、１時間ごとに得られる糞便のカルミン量を測定し、カルミンが
検出された最初の時間と最後の時間との平均時間を腸内通過時間として算出した。結果を
表２に示す。
【００４０】
　また、給餌２６、２７、および２８日目にそれぞれ糞便を回収して湿重量（糞便量）を
測定した。結果を表２に併せて示す。
【００４１】
　飼料１の代わりに飼料２～５を残りの４群ラット群にそれぞれ摂取させたこと以外は、
上記と同様にして、腸内通過時間および糞便量を測定した。結果を表２に併せて示す。
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【００４２】
【表２】

【００４３】
　表２の結果から、麦の葉由来の水不溶成分（ＷＩ）を含む飼料１および飼料２を摂取し
た群は、腸内通過時間が短く、かつ糞便量が多いことがわかる。これらのことは、麦の葉
由来の水不溶成分が腸内通過時間短縮作用および腸内の蠕動運動活性化作用を有すること
を示し、これらの作用によって腸からの排泄を促進する優れた便通改善効果が得られるこ
とを示す。以上のことから、麦の葉由来の水不溶成分は、蠕動運動活性化剤または便通改
善剤として期待される。これらの中でも特に、麦の葉由来の水不溶成分（水不溶成分のみ
からなり、不溶性食物繊維を６１質量％含有する）を含む飼料１は、腸内通過時間短縮化
作用および腸の蠕動運動を活性化して糞便量を増加させる作用に優れており、これらの作
用は、麦の葉由来の水不溶成分を含有しない飼料６（対照）が有する作用に比べて有意で
あった。
【００４４】
　これに対して、麦の葉由来の水不溶成分を含まず、水可溶成分（エタノール不溶成分：
ＥＩ）のみを含む飼料３を摂取した群は、飼料が腸内を通過するのに時間がかかり、糞便
量も少なかった。麦の葉由来の水不溶成分を含まず、水可溶成分（エタノール可溶成分：
ＥＳ）のみを含む飼料４を摂取した群は、糞便量が少なかった。そして小麦フスマの水不
溶成分（不溶性食物繊維）を大量に含む飼料（飼料５）を摂取した群は、飼料が腸内を通
過するのに時間がかかった。
【００４５】
　（実施例５～７：便通改善剤の調製）
　実施例１で用いた麦若葉末とマルトデキストリン（松谷化学工業株式会社製）とを表３
に記載の配合量で混合して便通改善剤（食品）を調製した（便通改善剤１～３とする）。
【００４６】
　（実施例８：便通改善作用２）
　実施例５～７で得られた便通改善剤１～３について、便通改善作用を以下のようにして
評価した。まず、１週間あたりの排便回数が６回以下の被験者３７名を１０名ずつの３群
および７名１群の合計４群に分けた。次いで、１０名３群の被験者に、１週間（観察期間
）における排便回数をカウントしてもらった。この観察期間における排便回数をＡとする
。観察期間終了後、３群の被験者に１包３ｇの便通改善剤１～３をそれぞれ１日あたり３
包の割合で３週間摂取させ、３週目の１週間（試験期間）における排便回数をカウントし
てもらった。この試験期間のおける排便回数をＢとする。得られた試験期間と前観察期間
との排便回数の差（Ｂ－Ａ）を求めた。結果を表３に示す。なお、残りの１群７名の被験
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者には、便通改善剤１～３の代わりに、１包３ｇのマルトデキストリン（対照食）を摂取
させたこと以外は、上記と同様にして、排便回数をカウントしてもらい、試験期間と前観
察期間との排便回数の差（Ｂ－Ａ）を求めた。結果を表３に示す。
【００４７】
【表３】

【００４８】
　表３の結果から、便通改善剤１～３を摂取した群はいずれも対照食を摂取した群に比べ
て、排便回数の増加が見られ、便通改善作用が得られることがわかる。特に、便通改善剤
２（１日あたり麦若葉末を４．５ｇ摂取、ＷＩとして３．７ｇ摂取）または便通改善剤３
（１日あたり麦若葉末を６ｇ摂取、ＷＩとして４．９ｇ摂取）を摂取した群は、便通改善
作用に優れていた。
【００４９】
　（実施例９：便通改善剤の調製）
　麦の葉由来の水不溶成分を５０質量％含有し、不溶性食物繊維を３６質量％含有する麦
若葉末（株式会社東洋新薬製）２質量部とマルトデキストリン（松谷化学工業株式会社製
）１質量部とを混合して造粒し、１包当たり３ｇの顆粒（麦若葉末２ｇ含有、すなわち水
不溶成分を３３質量％含有し、不溶性食物繊維を２４質量％含有する）を調製した（顆粒
１とする）。
【００５０】
　（実施例１０：腸内細菌叢改善作用）
　実施例９で得られた顆粒１を被験者に摂取させた場合の糞便量および糞便中の腸内細菌
を以下のようにして測定した。まず、８名の被験者に、１包３ｇのマルトデキストリンの
みで調製された顆粒２（対照品；麦若葉末非含有）を１日あたり５包の割合で１週間摂取
させ、摂取期間中の排便量の湿重量（１週間の合計量）を測定した。
【００５１】
　さらに、摂取期間最終日の糞便を回収し、この糞便中に、腸内細菌であるビフィドバク
テリウムおよびＬｅｃｔｈｉｎａｓｅ（＋）Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍが検出されるかどう
かを株式会社三菱化学ビーシーエルを用いて測定し、被験者８名中の検出された人数の割
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【００５２】
　次いで、対照品（顆粒２）摂取終了から１週間後に、被験者に、顆粒２の代わりに顆粒
１を摂取させたこと以外は上記と同様にして、糞便量および腸内細菌の検出率（％）を測
定した。対照品を摂取した場合および顆粒１を摂取した場合の結果を併せて表４に示す。
なお、表４中の有意差の有無については、Ｗｉｌｃｏｘｏｎ符号順位検定により確認した
。
【００５３】
【表４】

【００５４】
　表４の結果から、麦若葉由来の水不溶成分を含有する顆粒１は、優れた糞便量の増加作
用を有し、この作用は対照品（顆粒２）に比べて有意であることがわかる。腸内細菌につ
いては、いわゆる善玉菌といわれるビフィドバクテリウムの検出率は、顆粒１および顆粒
２ともに１００％であった。これに対して、いわゆる悪玉菌といわれるＬｅｃｔｈｉｎａ
ｓｅ（＋）Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍの検出率は、顆粒１を摂取した群では３８％（８人中
５名が検出限界以下）であり、対照品（顆粒２）を摂取した群（１００％）に比べて低い
値を示した。このことは、麦若葉由来の水不溶成分を含有する顆粒１が、腸内細菌叢を改
善する作用を有することを示す。以上のことから、本発明の麦の葉由来の水不溶成分を有
効成分とする便通改善剤は、優れた便通改善作用を有するだけでなく、腸内細菌叢改善作
用をも有することから、整腸剤として利用し得ることがわかる。
【００５５】
　（実施例１１：膨潤作用）
　実施例９で用いた麦若葉末５ｇをメジウムビン（２００ｍＬ）にいれ、次いで純水を５
０ｍＬ加えて撹拌した。さらに、アスピレーターを用いて気泡がなくなるまで脱気して、
麦若葉末に水を浸透させた。脱気後、さらに室温にて２４時間放置した。膨潤した麦若葉
末の体積を測定し、麦若葉末１ｇあたりの体積を算出した。麦若葉末の代わりに、比較例
３で用いた小麦フスマを用いたこと以外は、上記と同様にして、小麦フスマの体積を測定
した。結果を表５に示す。
【００５６】
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【表５】

【００５７】
　表５の結果から、麦の葉由来の水不溶成分を含有する麦若葉末は、麦の葉以外の部位に
由来する水不溶成分を含有する小麦フスマに比べて、体積が大きく、膨潤作用に優れるこ
とがわかる。このことは、本発明の麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤
が、便の嵩増し剤として作用し得ることを示す。
【００５８】
　（実施例１２：保水作用）
　実施例９で用いた麦若葉末１ｇをポリ容器にいれ、次いで純水を５０ｍＬ加えて撹拌し
た。さらに、アスピレーターを用いて気泡がなくなるまで脱気して、麦若葉末に水を浸透
させた。このポリ容器の口を、予め純水を浸透させておいた５Ｂ濾紙で蓋をした後、これ
らの質量を測定した（この質量をＡとする）。次に、ポリ容器の口を下に向けて、自然落
下による濾過を行った。水滴が見られなくなった時点で再度ポリ容器の質量を測定した（
この質量をＢとする）。得られた質量Ａと質量Ｂとの差を算出し、麦若葉末１ｇあたりの
水分の保水量とした。麦若葉末の代わりに、比較例３で用いた小麦フスマを用いたこと以
外は、上記と同様にして、小麦フスマの保水量を算出した。結果を表６に示す。
【００５９】
【表６】

【００６０】
　表６の結果から、麦の葉由来の水不溶成分を含有する麦若葉末は、麦の葉以外の部位に
由来する水不溶成分を含有する小麦フスマに比べて、優れた保水力を有することがわかる
。このことは、本発明の麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤が、便の水
分含量を高める保水剤として作用し得ることを示す。
【００６１】
　（実施例１３：便通改善剤（散剤）の調製）
　不溶性食物繊維を３２質量％含有する麦若葉末（株式会社東洋新薬製）および表７に記
載の各成分を、表７に記載の割合で混合して、１包あたり５ｇの散剤（麦若葉末含有散剤
という）を調製した。
【００６２】
　（比較例５）
　表７に記載の各成分を、表７に記載の割合で混合して、１包あたり５ｇの散剤（麦若葉
末非含有散剤という）を調製した。
【００６３】
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【００６４】
　（実施例１４：便通改善作用３）
　実施例１３で得られた麦若葉末含有散剤、および比較例５で得られた麦若葉末非含有散
剤を用いて、便通改善作用を以下のようにして評価した。まず、１週間あたりの排便回数
が６回以下の被験者６０名について、散剤を摂取しない期間を２週間設け（観察期間Ｉ）
、この期間における一回あたりの排便量、一日あたりの排便回数、および一週間あたりの
排便日数を記録した。なお、排便量については、Ｍサイズの鶏卵の大きさを目安に個数換
算した。次いで、実施例１３の麦若葉末含有散剤を、食後に１包（すなわち一日あたり合
計３包）の割合で２週間摂取させ（麦若葉末含有散剤摂取期間、摂取期間Ｉ）、上記と同
様に、一回あたりの排便量、一日あたりの排便回数、および一週間あたりの排便日数を記
録した。さらに、２週間の観察期間（観察期間ＩＩ）、比較例５の麦若葉末非含有散剤を
上記麦若葉末含有散剤の場合と同様に摂取する２週間の摂取期間（摂取期間ＩＩ）、およ
び１週間の観察期間（観察期間ＩＩＩ）を順次設け、各期間における一回あたりの排便量
、一日あたりの排便回数、および一週間あたりの排便日数を記録した。結果を表８に示す
。なお、表８中の有意差の有無については、Ｗｉｌｃｏｘｏｎ符号順位検定により確認し
た。
【００６５】
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【表８】

【００６６】
　表８の結果から、麦若葉末含有散剤を摂取することによって、有意に排便量、排便回数
、および排便日数が増加することがわかる。これらの増加は、麦若葉末非含有散剤を摂取
した場合に比べても有意であった。これらのことは、本発明の麦の葉由来の水不溶成分を
含有する便通改善剤が、優れた便通改善効果を有することを示す。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の麦の葉由来の水不溶成分を有効成分とする便通改善剤は、腸内通過時間短縮作
用、糞便量の増加作用、および糞便中の保水作用を有し、さらに腸内細菌叢の改善作用を
も有する。特に、他の植物（例えば、小麦フスマ）由来の水不溶成分に比べて、腸内通過
時間を顕著に短縮し、糞便量を増加させ、かつ糞便中の水分量を増加させる。したがって
、水分量が少ない硬い便による排便の困難性および該困難性に伴う副作用（例えば、痔な
ど）を回避し、スムーズな排便を可能とするため、便秘傾向者にとって特に有用である。
本発明の便通改善剤は、食品、医薬品などとして利用される。
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